
保
険
料
は
納
付
期
限
内
の
納
付
を

　

国
民
健
康
保
険
料
第
８
期
・
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
第
７
期
の
普
通

徴
収
の
納
付
期
限
は
次
の
と
お
り
で

す
。

納
付
期
限　

１
月
31
日
㈫

◆
口
座
振
替
が
便
利
で
す

　

保
険
料
の
納
付
に
は
、
便
利
な
口

座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
保
険

収
納
課
窓
口
で
は
、
金
融
機
関
の
キ

ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
で
簡
単
に
口
座
振

替
の
登
録
が
で
き
ま
す
。

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ

問
合
先　

保
険
収
納
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
９
４

◆
日
曜
保
険
料
納
付
相
談

と
き　

１
月
29
日
㈰

　

午
前
10
時
～
午
後
３
時

と
こ
ろ　

保
険
収
納
課
（
市
役
所
別

館
１
階
）
、
南
部
市
民
セ
ン
タ
ー

※
南
部
市
民
セ
ン
タ
ー
で
は
納
付
書

・
保
険
証
の
発
行
は
不
可
。
後
日

郵
送

問
合
先　

保
険
収
納
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
３
９

国
民
健
康
保
険
短
期
被
保

険
者
証
を
更
新

　

２
月
１
日
㈬
か
ら
有
効
の
国
民
健

康
保
険
短
期
被
保
険
者
証
を
、
１
月

18
日
㈬
か
ら
保
険
収
納
課
窓
口
で
交

付
し
ま
す
。
仕
事
な
ど
で
、
業
務
時

間
内
に
来
庁
で
き
な
い
人
は
、
夜
間

交
付
窓
口
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

◆
夜
間
交
付
窓
口

と
き　

１
月
26
日
㈭
・
27
日
㈮
・
30

日
㈪
・
31
日
㈫

※
時
間
は
午
後
５
時
30
分
～
７
時
30

分
持
ち
物　

印
鑑
、
来
庁
者
本
人
を
確

認
で
き
る
物
（
運
転
免
許
証
な
ど

）、
短
期
被
保
険
者
証

問
合
先　

保
険
収
納
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
３
９

交
通
事
故
な
ど
で
ケ
ガ
を

し
た
と
き
は
届
け
出
を

　

交
通
事
故
な
ど
、
第
三
者
の
行
為

が
原
因
で
ケ
ガ
を
し
た
場
合
に
健
康

保
険
適
用
で
診
療
を
受
け
る
た
め
に

は
届
け
出
が
必
要
で
す
。

　

届
け
出
を
し
な
い
と
、
医
療
費
が

全
額
自
己
負
担
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

持
ち
物　

健
康
保
険
証
、
印
鑑

問
合
先　

健
康
保
険
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
６
９
７

後
期
高
齢
者
医
療
の
高
額

医
療
・
高
額
介
護
合
算
療

養
費
制
度

　

世
帯
の
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

被
保
険
者
が
１
年
間
（
８
月
１
日
～

翌
年
７
月
31
日
）
に
支
払
っ
た
医
療

保
険
と
介
護
保
険
の
自
己
負
担
額
が

所
得
区
分
に
応
じ
た
基
準
額
を
超
え

た
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
超
過
分
が

支
給
さ
れ
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
人
に
は
、
１
月
下
旬

に
大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
給
付
課
か
ら
、
「
お
知
ら
せ
」
と

「
支
給
申
請
書
」
が
郵
送
さ
れ
ま
す
。

申
請
方
法　

申
請
書
に
必
要
事
項
を

記
入
・
押
印
し
、
同
封
の
返
信
用

封
筒
で
返
送

※
28
年
度
は
27
年
８
月
１
日
～
28
年

７
月
31
日
の
自
己
負
担
額
が
対
象
。

期
間
中
に
死
亡
、
ま
た
は
生
活
保

護
受
給
者
と
な
っ
た
場
合
は
資
格

　国民健康保険・後期高齢者医療
の加入者の葬儀をした場合は、喪
主に葬祭費が支給されます。
申請期間　葬儀の翌日から２年間
支給額・支給方法
◦国民健康保険…３万5000円。現
金で支給

◦後期高齢者医療…５万円。口座
振込で支給

申請に必要な物
　亡くなった人の被保険者証、喪
主の印鑑、葬儀の領収書または
葬儀をしたことがわかる物（喪
主の氏名が記載）

※後期高齢者医療は、喪主の振込
口座がわかる物

申請・問合先　健康保険課
　☎０６(６９０２)５６９７

葬祭費の支給

喪
失
日
の
前
日
ま
で

問
合
先　

大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療

　

広
域
連
合
給
付
課

　

☎
０
６（
４
７
９
０
）２
０
３
１

　

健
康
保
険
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
６
９
７

高
額
療
養
費
の
申
請

　

医
療
機
関
に
支
払
っ
た
１
カ
月
の

医
療
費
が
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え

た
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
超
過
分
が

支
給
さ
れ
ま
す
。
算
定
期
間
は
月
単

位
で
す
。
支
給
対
象
者
に
は
受
診
月

の
３
カ
月
後
以
降
に
通
知
し
ま
す
。

申
請
方
法
・
支
給
方
法

◦
国
民
健
康
保
険
…
健
康
保
険
証
、

高
額
療
養
費
に
つ
い
て
の
通
知
、

支
給
対
象
月
の
医
療
費
の
領
収
書
、

印
鑑
を
持
っ
て
直
接
。
現
金
で
支

給
◦
後
期
高
齢
者
医
療
…
申
請
書
に
必

要
事
項
を
記
入
し
て
直
接
ま
た
は

郵
送
。
口
座
振
込
で
支
給

申
請
・
問
合
先

　

〒
５
７
１
‐
８
５
８
５

　

「
門
真
市
役
所
」
健
康
保
険
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
６
９
７

高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
審

議
会
委
員
募
集

　

市
で
は
、
高
齢
者
保
健
福
祉
サ
ー

ビ
ス
を
よ
り
充
実
さ
せ
る
た
め
の
「

い
き
い
き
か
ど
ま
高
齢
者
プ
ラ
ン
２

０
１
５
」
の
見
直
し
に
あ
た
り
、
学

識
経
験
者
な
ど
で
構
成
さ
れ
る
審
議

会
で
意
見
を
述
べ
る
市
民
委
員
を
募

集
し
ま
す
。

※
委
員
に
就
任
し
た
65
歳
以
上
の
人

は
、
く
す
の
き
広
域
連
合
で
設
置

す
る
介
護
保
険
事
業
計
画
策
定
委

員
も
兼
任

対
象
・
募
集
人
数　

　

市
在
住
の
40
歳
～
64
歳
の
人
と
65

歳
以
上
の
人
（
各
１
人
）

任
期　

委
嘱
の
日
～
当
該
諮
問
に
係

る
答
申
が
終
了
す
る
時

会
議
回
数　

年
４
回
程
度

申
込
方
法

　

次
の
す
べ
て
を
郵
送
ま
た
は
持
参

◦
「
こ
れ
か
ら
の
高
齢
者
福
祉
に
つ

い
て
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
作
文
（

様
式
は
自
由
。
２
０
０
０
字
以
内
）

◦
住
所
、
氏
名
、
性
別
、
年
齢
、
職

業
、
平
日
の
昼
間
に
連
絡
で
き
る

電
話
番
号
を
記
入
し
た
用
紙

申
込
期
限　

１
月
26
日
㈭
（
必
着
）

申
込
・
問
合
先

　

〒
５
７
１
‐
８
５
８
５

　

「
門
真
市
役
所
」
高
齢
福
祉
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
１
７
６

ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者

交
流
会

　
み
ん
な
で
昼
食
を
食
べ
な
が
ら
、

楽
し
い
時
間
を
過
ご
し
ま
せ
ん
か
。

と
き　

２
月
10
日
㈮

　

午
前
11
時
30
分
～
午
後
２
時

※
受
け
付
け
は
午
前
11
時
か
ら

と
こ
ろ　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

定
員　

30
人
（
申
込
順
）

費
用　

５
０
０
円
（
昼
食
代
込
）

申
込
方
法　

１
月
10
日
㈫
～
15
日
㈰

に
電
話
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ

申
込
・
問
合
先　

門
真
市
食
生
活
改

善
推
進
協
議
会
・
村
尾

　

☎
・
FAX
０
６（
６
９
０
９
）７
３
９
８

重
度
障
害
者
訪
問
看
護
利
用

料
助
成
事
業
を
拡
充
し
ま
す

　

重
度
障
害
者
訪
問
看
護
利
用
料
の

助
成
を
１
月
利
用
分
か
ら
次
の
と
お

り
拡
充
し
ま
す
。

拡
充
後
の
負
担
額

◦
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
１
回

利
用
す
る
ご
と
の
負
担
額
…
最
大

５
０
０
円

※
拡
充
前
は
利
用
料
の
１
割

◦
同
じ
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で

の
月
ご
と
の
負
担
額
…
最
大
１
０

０
０
円

※
拡
充
前
は
制
限
な
し

◦
複
数
の
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

を
利
用
し
た
場
合
の
月
ご
と
の
負

担
額
…
最
大
２
５
０
０
円

※
拡
充
前
は
制
限
な
し

対
象

①
身
体
障
が
い
者
手
帳
１
・
２
級
所

持
者

②
重
度
の
知
的
障
が
い
者

③
中
度
の
知
的
障
が
い
者
で
身
体
障

が
い
者
手
帳
３
～
６
級
所
持
者

④
訪
問
看
護
指
示
書
に
お
い
て
「
装

着
・
使
用
・
医
療
機
器
等
」
の
項

目
に
該
当
す
る
４
歳
未
満
の
人

⑤
①
～
③
の
要
件
を
満
た
す
後
期
高

齢
者

※
所
得
制
限
あ
り

問
合
先　

障
が
い
福
祉
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
１
５
４

障
が
い
者
ス
ポ
ー
ツ
体
験
教
室

　

障
が
い
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
、

一
緒
に
ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

と
き　

１
月
28
日
㈯

　

午
後
２
時
30
分
～
４
時
30
分

と
こ
ろ　

青
少
年
活
動
セ
ン
タ
ー

　

（
市
民
プ
ラ
ザ
内
）

種
目　

ボ
ッ
チ
ャ
、
フ
ラ
イ
ン
グ
デ

ィ
ス
ク
、
ラ
ダ
ー
ゲ
ッ
タ
ー
ほ
か

対
象　

小
学
４
年
生
以
上
の
人

※
障
が
い
が
あ
る
人
を
優
先

費
用　

２
０
０
円

※
地
域
通
貨
「
蓮
」
の
使
用
可

申
込
方
法　

１
月
４
日
㈬
か
ら
電
話

申
込
・
問
合
先

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
門
真
は
す
ね
ク
ラ
ブ

　

☎
０
９
０（
２
７
０
７
）９
７
６
９

福

祉
　

障
が
い
が
あ
る
人
や
高
齢
者
の
作

品
展
へ
の
出
展
者
を
募
集
し
ま
す
。

力
作
を
出
展
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

対
象　

市
在
住
で
障
が
い
が
あ
る
人

（
子
ど
も
含
む
）
ま
た
は
高
齢
者

費
用　

無
料

出
展
作
品

　

１
人
１
作
品
。
合
作
可
。
壁
に
貼

る
作
品
は
、
模
造
紙
１
枚
（
７
８

８
ミ
リ
×
１
０
９
１
ミ
リ
）
ま
で

応
募
方
法　

１
月
16
日
㈪
～
20
日
㈮

午
前
９
時
～
午
後
５
時
に
、
作
品

を
障
が
い
者
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

ジ
ェ
イ
・
エ
ス
（
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
内
）
に
持
参

◆
き
ら
め
き
ア
ー
ト
フ
ェ
ス
タ

と
き　

２
月
７
日
㈫
～
10
日
㈮

　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

※
２
月
10
日
㈮
は
午
後
３
時
ま
で

と
こ
ろ　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

問
合
先　

健
康
増
進
課

　

☎
０
６（
６
９
０
４
）６
５
０
０

申請期限が迫っています
障害・遺族年金受給者向け給付金（年金生活
者等支援臨時福祉給付金）、臨時福祉給付金
　申請期限は29年３月１日㈬まで（必着）
　給付金の申請期限が近づいています。
申請がまだの人は、お早めに申請書類に
同封している返信用封筒で申請してくだ
さい。申請期限が過ぎると受け付けでき
ません。また、申請書類が届いていない
人で対象になると思われる場合は、お問
い合わせください。
　なお、申請書類に不備があった場合は、
申請者に「給付金申請の書類提出につい
て（お願い）」の文書を随時送付してい
ますので、文書に記載の期限までに必ず
提出してください。
問合先　地域福祉課給付金専用ダイヤル
　☎０６(６９０２)５５６３
　　振り込め詐欺や個人情報の詐取に
　　ご注意ください

小・中
学
校
の
新
１
年
生
に

就
学
通
知
書
を
届
け
ま
す

　

４
月
に
小
・
中
学
校
へ
入
学
予
定

の
新
１
年
生
の
保
護
者
に
、
就
学
通

知
書
を
１
月
下
旬
ま
で
に
お
届
け
し

ま
す
。

　

就
学
通
知
書
に
同
封
し
て
い
る
「

就
学
届
」
を
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

◆
小
学
校
へ
入
学
す
る
人

対
象　

平
成
22
年
（
２
０
１
０
年
）

４
月
２
日
～
23
年
（
２
０
１
１
年
）

　

４
月
１
日
生
ま
れ
の
人

手
続
方
法

　

１
月
20
日
㈮
ま
で
に
、
就
学
届
を

就
学
指
定
の
市
立
小
学
校
に
提
出

◆
中
学
校
へ
入
学
す
る
人

対
象　

平
成
16
年
（
２
０
０
４
年
）

４
月
２
日
～
17
年
（
２
０
０
５
年
）

　

４
月
１
日
生
ま
れ
の
人

手
続
方
法

　

１
月
27
日
㈮
ま
で
に
、
就
学
届
を

在
学
中
の
市
立
小
学
校
へ
提
出

※
市
外
の
小
学
校
に
在
学
の
人
は
学

校
教
育
課
に
提
出

◆
病
気
な
ど
で
、
就
学
に
つ
い
て
相

談
し
た
い
人

　

１
月
30
日
㈪
ま
で
に
学
校
教
育
課

へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

◆
国
立
や
私
立
の
小
・
中
学
校
へ
入

学
す
る
人

　

入
学
先
の
学
校
長
が
発
行
す
る
「

入
学
許
可
書
」
を
持
っ
て
、
学
校
教

育
課
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

◆
市
立
小
・
中
学
校
へ
入
学
を
希
望

す
る
外
国
籍
の
人

　

申
請
手
続
き
が
必
要
で
す
。
対
象

児
童
の
在
留
カ
ー
ド
と
パ
ス
ポ
ー
ト

を
持
っ
て
、
学
校
教
育
課
へ
お
越
し

く
だ
さ
い
。

※
手
続
き
済
み
の
人
、
市
立
小
学
校

か
ら
市
立
中
学
校
へ
入
学
す
る
外

国
籍
の
人
は
手
続
き
不
要

◆
ご
注
意
く
だ
さ
い

◦
就
学
通
知
書
は
、
市
在
住
で
、
住

民
基
本
台
帳
に
登
録
が
あ
る
人
に

送
付
。
未
登
録
の
場
合
は
早
急
に

登
録
し
、
学
校
教
育
課
に
連
絡

※
住
民
基
本
台
帳
に
登
録
が
あ
る
人

で
、
就
学
通
知
書
が
届
か
な
い
場

合
は
問
い
合
わ
せ

◦
保
護
者
の
申
し
立
て
に
よ
り
市
教

育
委
員
会
が
認
め
た
場
合
は
、
就

学
指
定
校
を
変
更
可
。
許
可
基
準

や
手
続
き
な
ど
は
問
い
合
わ
せ

連
絡
・
問
合
先

　

学
校
教
育
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）７
１
０
７

第
２
回
門
真
市
魅
力
あ
る
教

育
づ
く
り
審
議
会
を
開
催

　

門
真
市
教
育
振
興
基
本
計
画
の
理

念
に
基
づ
く
教
育
の
あ
り
方
を
審
議

す
る
会
議
を
開
催
し
ま
す
。
今
回
は
、

審
議
会
を
テ
ー
マ
に
よ
り
２
つ
の
部

会
に
分
け
て
検
討
し
ま
す
。
各
部
会

は
、
全
体
会
の
実
施
後
に
開
催
し
ま

す
。
会
議
は
傍
聴
で
き
ま
す
。

と
き　

１
月
17
日
㈫

　

午
後
２
時
～
５
時

と
こ
ろ

◦
全
体
会
、
子
ど
も
の
学
び
意
欲
の

向
上
部
会
…
第
７
会
議
室
（
市
役

所
本
館
２
階
）

◦
つ
な
が
り
の
あ
る
教
育
の
創
造
部

会
…
第
６
会
議
室
（
市
役
所
本
館

２
階
）

内
容　

門
真
市
教
育
振
興
基
本
計
画

の
理
念
に
基
づ
く
教
育
の
あ
り
方

に
つ
い
て
の
検
討
会
議

傍
聴
定
員

　

各
会
議
室
10
人
（
先
着
順
）

傍
聴
方
法　

当
日
午
後
１
時
40
分
か

ら
会
場
に
直
接

問
合
先　

教
育
総
務
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
８
２

障
が
い
が
あ
る
人
・
高
齢
者
の

作
品
を
募
集

き
ら
め
き
ア
ー
ト
フ
ェ
ス
タ

★
★

保

険

教

育
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